
全Ｌ協保安・業務Ｇ７第２０４号 

令和８年１月２３日 

 

都道府県協会 御中 

 

(一社)全国ＬＰガス協会 

 

 

ＬＰガスの商慣行是正に向けた「自主取組宣言」の宣言割合について 

                      (お知らせとお願い) 

 

 

標記につきまして、令和７年１１月１０日付け全Ｌ協保安・業務Ｇ７第１５２号に

おいて、都道府県協会の会員事業所数についてご回答をお願いしておりました。 

貴協会におかれましてはご協力いただき誠にありがとうございました。 

令和７年１２月末現在の「自主取組宣言」の宣言割合について、添付のとおりとな

りましたのでご報告いたします。 

 

なお、現時点で同宣言を公表されていない会員に対し、引き続き公表をすすめてい

ただくようお願いいたします。 

 

また、宣言割合の精度を高めることを目的に、当協会ホームページの宣言一覧に掲

載しました会員本社(本店)が公表した同宣言については、傘下事業所(支社、支店、営

業所、出張所等)もそれに準じて公表しているとして、当協会ホームページに記載す

ることといたします。 

つきましては、貴協会において該当する会員がございましたら当協会までメールに

て(info4@japanlpg.or.jp) 傘下事業所名の一覧をご連絡くださいますようお願いい

たします。 

 

※都道府県協会におかれましては、傘下の会員の自主取組宣言の状況を当協会ホーム

ページの宣言一覧にて把握していただきますようお願いいたします。 

 

 

以 上 

発信手段：Ｅメール、担当：保安・業務グループ 森、岩田、瀬谷(靖) 
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都道府県別宣言事業所割合（宣言事業所数／事業所数）
（令和７年１２月末現在）


	Sheet3

